
規 則

�愛媛県規則第２５号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 避難所

ア・イ 省略

ウ 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使

用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及び光熱水費並

びに仮設便所等の設置費とし、次の額の範囲内とする。ただ

し、高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつ

て、避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを

収容する福祉避難所を設置した場合は、特別な配慮のために

必要な当該地域における通常の実費を加算することができ

る。

基本額

避難所設置費 １人１日当たり３００円

加算額 省略

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 収容施設の供与

� 避難所

ア・イ 省略

ウ 避難所設置のため支出できる費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使

用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費及び光熱水費並

びに仮設便所等の設置費とし、次の額の範囲内とする。ただ

し、高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつ

て、避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを

収容する福祉避難所を設置した場合は、特別な配慮のために

必要な当該地域における通常の実費を加算することができ

る。

基本額

避難所設置費 １００人１日当たり３０，０００円

加算額 省略
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告 示

�愛媛県告示第９３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市洪水土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出が

あった。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

就 任

�������
�愛媛県告示第９３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１９年５月２２日

エ 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，３２６，０００円以

内とする。

ウ～キ 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出で

きる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範

囲内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をも

つて決定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

エ 省略

� 応急仮設住宅

ア 省略

イ 応急仮設住宅の１戸当たりの規模は、２９．７平方メートルを

基準とし、その設置のため支出できる費用は、２，３４２，０００円以

内とする。

ウ～キ 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出で

きる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当り次の額の範

囲内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をも

つて決定する。

� 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯

季

別

期 間 １人世

帯

２人世

帯

３人世

帯

４人世

帯

５人世

帯

６人以上１

人増すごと

に加算する

額

季

別

期 間 １人世

帯

２人世

帯

３人世

帯

４人世

帯

５人世

帯

６人以上１

人増すごと

に加算する

額

夏

季

４月から

９月まで

円

１７，３００

円

２２，３００

円

３２，８００

円

３９，３００

円

４９，８００

円

７，３００

夏

季

４月から

９月まで

円

１７，２００

円

２２，１００

円

３２，６００

円

３９，０００

円

４９，５００

円

７，２００

冬

季

１０月から

翌年３月

まで

２８，６００ ３７，０００ ５１，６００ ６０，５００ ７５，９００ １０，４００ 冬

季

１０月から

翌年３月

まで

２８，４００ ３６，７００ ５１，２００ ６０，１００ ７５，４００ １０，３００

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により

一時的に居住することができない状態となつたものを含

む。）により被害を受けた世帯

� 住家の半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等により

一時的に居住することができない状態となつたものを含

む。）により被害を受けた世帯

季

別

期 間 １人世

帯

２人世

帯

３人世

帯

４人世

帯

５人世

帯

６人以上１

人増すごと

に加算する

額

季

別

期 間 １人世

帯

２人世

帯

３人世

帯

４人世

帯

５人世

帯

６人以上１

人増すごと

に加算する

額

夏

季

４月から

９月まで

円

５，６００

円

７，６００

円

１１，４００

円

１３，８００

円

１７，５００

円

２，４００

夏

季

４月から

９月まで

円

５，６００

円

７，５００

円

１１，３００

円

１３，７００

円

１７，４００

円

２，４００

冬

季

１０月から

翌年３月

まで

９，１００ １２，０００ １６，９００ ２０，０００ ２５，４００ ３，３００ 冬

季

１０月から

翌年３月

まで

９，０００ １１，９００ １６，８００ １９，９００ ２５，２００ ３，３００

エ 省略

４～１２ 省略

エ 省略

４～１２ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 石 川 雄 三 新居浜市宮原町８－３４

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同

法第３０条第２項の規定により、道前道後土地改良区連合の定款の変

更を認可した。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３５号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３７号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３８号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９４０号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

西条市大浜字ヲトシ５９５３の１、５９５３の２、５９５９の２、５９８１、

字神子ノ谷５９５７、５９５９の１、字ヨコイノ上５９５８、字小鳥越５９６０、

５９６１、５９７７、字ヲヲトリ５９６２、字小棚５９７９、字小棚ノ上５９８０、

字在所５９８２、５９８５、字在所東５９８８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字ヲトシ５９５３の２・５９８１・字神子ノ谷５９５９の１・字小鳥

越５９７７・字小棚ノ上５９８０・字在所東５９８８（以上６筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西条市丹原町古田乙５２２の１６７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

丹原町古田乙５２２の１６７（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

西条市河之内乙２６の１から乙２６の３まで、乙２９、乙３０

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 城ヶ谷地区 平成１９年２月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 多伎地区 平成１９年３月２０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 岩嶽地区 平成１９年１月１２日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 畑三郎下地区 平成１９年３月１５日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

担い手育成基盤整備事業 川根地区 平成１３年１１月３０日

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

５９３



��������������

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河之内乙２６の１・乙２９・乙３０（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）、乙２６の３

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９４１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年５月２２日から６月５日まで

�������
�愛媛県告示第９４２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成１９年５月２２日から６月５日まで

�愛媛県告示第９４３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１８）第５３号 平成１８年
１０月２０日 �亀山土建 山田 健三 今治市吉海町名２０－３ 平成１９年

４月２日
土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１４）第１０９５号 平成１４年
５月２３日 �戒田組 戒田 宗明 西条市楠甲３２２－１ 平成１９年

４月２日

土木工事業
建築工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１７）第９７８６号 平成１７年
５月１９日 �安川建設 安川 悟 松山市来住町１２９１ 平成１９年

４月３日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第４６８２号 平成１４年
６月１５日 �池内工務店 池内 保 伊予市宮下字新屋敷３４０

－１
平成１９年
４月５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５４００号 平成１７年
７月２８日 井上電設 井上 國敏 八幡浜市松柏甲３３－３ 平成１９年

４月５日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１５４９８号 平成１６年
２月２６日 梶田組 梶田 幸蔵 松山市市坪北１－１２－１５ 平成１９年

４月５日
大工工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１８１６号 平成１４年
１０月２６日 七生建設 松本 英作 松山市北井門２－２９－２８ 平成１９年

４月６日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５２０２号 平成１４年
１２月４日 �成和土木 中村 義人 松山市会津町３－１ 平成１９年

４月６日
土木工事業
ほ装工事業 建設業の廃止

（般－１７）第３８０４号 平成１８年
３月１５日

祖母井サッシュ設備工業
所 祖母井 實 大洲市西大洲１１９９ 平成１９年

４月１３日 建具工事業 建設業の廃止

（般－１４）第４６９８号 平成１４年
６月２２日 上甲建設 上甲 浩 大洲市柚木３５８－２０ 平成１９年

４月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第３３０４号 平成１７年
７月５日 岩堰電気設備 藤家 静雄 松山市溝辺町甲２７３ 平成１９年

４月１６日 電気工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－１５）第１５３６３号 平成１５年
７月２２日 �和工建設 福森 和彦 伊予郡砥部町宮内１０３４－

１
平成１９年
４月１７日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第１６０３４号 平成１８年
１０月１７日 三和建設� 河内 公平 西宇和郡伊方町三机乙４３

６４－７
平成１９年
４月１７日

土木工事業
水道施設工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１４２０７号 平成１６年
３月１日 �ライフプランニング 宇野 健一 松山市南久米町７－１６ 平成１９年

４月１８日 建築工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

５９４



�������
�愛媛県告示第９４４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、上島町役場において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成１９年５月２２日

弓削港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

ア 位置

� １工区

越智郡上島町弓削土生１０５番から同町弓削太田１９０番１ま

での地先公有水面

� ２－２工区

越智郡上島町弓削太田１０８番から同９９番までの地先公有水

面

� ３工区

越智郡上島町弓削下弓削８３９番１地先の公有水面及び同町

弓削下弓削２０９番から同１２１番６までの地先公有水面

イ 区域

� １工区

次の１点から３５点までを順次直線で結んだ線、３５点と１点

を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）に

おける陸と公有水面との接する線、３６点から５９点までを順次

直線で結んだ線並びに５９点と３６点を結ぶ春分及び秋分の満潮

位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）における陸と公有水面との接

する線によりそれぞれ囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削下弓削１１９番地先の岳ノ下防波堤

に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０秒、東経１３３度１２

分０５秒の地点

１点は、基点から真北１１７度２５分３６秒７５７．０９メートルの地

点

２点は、１点から真北２６１度５８分１４秒１．１８メートルの地点

３点は、２点から真北３４９度３１分１４秒１．５１メートルの地点

４点は、３点から真北２５９度３１分５４秒１．２１メートルの地点

５点は、４点から真北３４９度３０分４０秒２．５０メートルの地点

６点は、５点から真北７９度３２分２４秒１．２２メートルの地点

７点は、６点から真北３４８度０８分１０秒６．６９メートルの地点

８点は、７点から真北３３７度３０分３８秒５．９１メートルの地点

９点は、８点から真北３３４度５３分１９秒８．２７メートルの地点

１０点は、９点から真北３３１度１９分３３秒５．３２メートルの地点

１１点は、１０点から真北３３０度３２分３１秒５．７８メートルの地点

１２点は、１１点から真北３２９度４７分３５秒４．６３メートルの地点

１３点は、１２点から真北３２９度０５分３４秒４．５６メートルの地点

１４点は、１３点から真北３２８度４８分２８秒０．８１メートルの地点

１５点は、１４点から真北３２８度２１分２６秒４．９０メートルの地点

１６点は、１５点から真北３２７度３８分３５秒４．８３メートルの地点

１７点は、１６点から真北３２７度０１分５８秒３．７１メートルの地点

１８点は、１７点から真北３２７度０３分２９秒１３．１３メートルの地

点

１９点は、１８点から真北３２７度０４分３１秒０．８０メートルの地点

２０点は、１９点から真北３２７度０３分３４秒１．７５メートルの地点

２１点は、２０点から真北２３７度０４分１６秒１．２１メートルの地点

２２点は、２１点から真北３２７度０３分４９秒２．５０メートルの地点

２３点は、２２点から真北５７度０４分１６秒１．２１メートルの地点

２４点は、２３点から真北３２７度０２分５３秒２．７５メートルの地点

２５点は、２４点から真北３２４度５８分２０秒４．８２メートルの地点

２６点は、２５点から真北３２６度２５分５６秒５．４２メートルの地点

２７点は、２６点から真北３２７度５８分５１秒１．０６メートルの地点

２８点は、２７点から真北３２７度５４分３６秒０．８０メートルの地点

２９点は、２８点から真北３２７度５７分２１秒３．３８メートルの地点

３０点は、２９点から真北３２９度２６分５２秒５．１０メートルの地点

３１点は、３０点から真北３３０度５４分０１秒５．０７メートルの地点

（般－１６）第１５５９７号 平成１６年
７月２３日 �松山土木工業 宇都宮克仁 松山市太山寺町９１５ 平成１９年

４月１８日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１５０１２号 平成１４年
５月１７日 ��光建設 木下 �之 松山市溝辺町甲８２１ 平成１９年

４月２０日
土木工事業
とび・土工工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１３５６２号 平成１８年
１０月２８日 �スズキハウス愛媛 門脇 計男 新居浜市滝の宮町１－２０ 平成１９年

４月２４日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１６５４号 平成１４年
８月２９日 �武内土建 武内 伸司 八幡浜市保内町宮内１番

耕地３２３－１
平成１９年
４月２５日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（特－１６）第２９６９号 平成１７年
３月２２日 �河本晃工務店 小谷 泰 松山市来住町６３１－１ 平成１９年

４月２５日 建築工事業 建設業の廃止

（特－１７）第１５７４７号 平成１７年
５月２３日 �西田興産 西田 弘二 大洲市徳森２４８ 平成１９年

４月２５日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般・特－１８）第４４５１号 平成１８年
９月１９日 �松浦組 松浦 八一 西予市宇和町明石３８２ 平成１９年

４月２６日

土木工事業
建築工事業
管工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第６２２８号 平成１８年
７月３日 �宇都宮組 宇都宮美奈子 西予市野村町富野川５９５ 平成１９年

４月２６日 土木工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

５９５



３２点は、３１点から真北３３２度２５分１１秒５．５６メートルの地点

３３点は、３２点から真北３２３度０１分２５秒３．３５メートルの地点

３４点は、３３点から真北３２７度００分２７秒４．３１メートルの地点

３５点は、３４点から真北５４度２０分３６秒２．０４メートルの地点

３６点は、基点から真北１８２度１２分５３秒６４７．６７メートルの地

点

３７点は、３６点から真北２６８度２１分４５秒１．９９メートルの地点

３８点は、３７点から真北３５２度５０分０６秒２．１１メートルの地点

３９点は、３８点から真北３５７度４１分０７秒２．０８メートルの地点

４０点は、３９点から真北３４０度３６分３５秒２．６７メートルの地点

４１点は、４０点から真北３４２度２８分４９秒５．５０メートルの地点

４２点は、４１点から真北３４４度５４分３８秒５．１３メートルの地点

４３点は、４２点から真北３４７度１８分１５秒５．３７メートルの地点

４４点は、４３点から真北３４９度４１分２８秒５．０３メートルの地点

４５点は、４４点から真北３５２度０３分２６秒５．３８メートルの地点

４６点は、４５点から真北３５４度３１分５７秒５．５３メートルの地点

４７点は、４６点から真北３５７度０２分１７秒５．３３メートルの地点

４８点は、４７点から真北３５９度２４分１６秒５．１０メートルの地点

４９点は、４８点から真北１度４４分３６秒５．１０メートルの地点

５０点は、４９点から真北４度０５分１０秒５．１８メートルの地点

５１点は、５０点から真北５度５６分３３秒３．０３メートルの地点

５２点は、５１点から真北２７６度３８分４７秒１．２１メートルの地点

５３点は、５２点から真北７度２５分０７秒３．４０メートルの地点

５４点は、５３点から真北９６度３８分２７秒１．２１メートルの地点

５５点は、５４点から真北９度０８分５０秒４．１０メートルの地点

５６点は、５５点から真北１０度５７分０５秒３．８３メートルの地点

５７点は、５６点から真北８度０９分５１秒５．７８メートルの地点

５８点は、５７点から真北１３度０９分４２秒７．２４メートルの地点

５９点は、５８点から真北１０１度５５分３６秒１．０３メートルの地点

� ２－２工区

次の８４－３点から１０９点までを順次直線で結んだ線、１０９

点と８４－３点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３

メートル）における陸と公有水面との接する線によりそれぞ

れ囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削下弓削１１９番地先の岳ノ下防波堤

に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０秒、東経１３３度１２

分０５秒の地点

８４－３点は、基点から真北１７０度３６分１４秒４５８．２２メートル

の地点

８４－２点は、８４－３点から真北３１６度３７分２６秒７．３７メート

ルの地点

８５点は、８４点から真北４６度３７分１４秒６．４３メートルの地点

８６点は、８５点から真北４６度２６分０６秒５．９７メートルの地点

８７点は、８６点から真北４６度１３分２８秒５．５６メートルの地点

８８点は、８７点から真北４６度０１分３７秒１．７０メートルの地点

８９点は、８８点から真北４５度５９分５１秒０．８０メートルの地点

９０点は、８９点から真北４６度０１分３８秒２．２０メートルの地点

９１点は、９０点から真北４５度５０分０５秒５．０９メートルの地点

９２点は、９１点から真北４５度３８分０１秒４．３０メートルの地点

９３点は、９２点から真北４５度４１分３７秒０．８０メートルの地点

９４点は、９３点から真北４５度２６分３７秒５．０４メートルの地点

９５点は、９４点から真北４５度１４分３３秒５．０４メートルの地点

９６点は、９５点から真北４５度０２分５２秒５．６５メートルの地点

９７点は、９６点から真北４４度５１分３２秒４．６５メートルの地点

９８点は、９７点から真北４４度３９分４７秒４．７８メートルの地点

９９点は、９８点から真北３１４度３３分５６秒１．２１メートルの地点

１００点は、９９点から真北４４度３２分５３秒３．７０メートルの地点

１０１点は、１００点から真北１３４度３３分５３秒１．２１メートルの

地点

１０２点は、１０１点から真北４４度３１分３２秒１．１９メートルの地

点

１０３点は、１０２点から真北４４度１７分４３秒４．８２メートルの地

点

１０４点は、１０３点から真北４４度０６分３７秒５．１６メートルの地

点

１０５点は、１０４点から真北４３度５４分４１秒４．８８メートルの地

点

１０６点は、１０５点から真北４３度４３分３０秒５．０１メートルの地

点

１０７点は、１０６点から真北４３度３１分４６秒３．６４メートルの地

点

１０８点は、１０７点から真北３６度０３分４７秒５．２１メートルの地

点

１０９点は、１０８点から真北１２６度４０分０８秒１．０２メートルの

地点

� ３工区

次の１１０点から１１５点までを順次直線で結んだ線、１１５点

と１１０点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メー

トル）における陸と公有水面との接する線、１１６点から１６０

点までを順次直線で結んだ線並びに１６０点と１１６点を結ぶ春

分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋１．８３メートル）における陸

と公有水面との接する線によりそれぞれ囲まれた区域

基点（越智郡上島町弓削下弓削１１９番地先の岳ノ下防波堤

に設置された金属鋲）は、北緯３４度１５分３０秒、東経１３３度１２

分０５秒の地点

１１０点は、基点から真北１３０度４５分００秒２８８．１８メートルの

地点

１１１点は、１１０点から真北１７度１７分５０秒３．６８メートルの地

点

１１２点は、１１１点から真北１０７度２０分１９秒０．９９メートルの

地点

１１３点は、１１２点から真北１７度２２分０９秒４．１７メートルの地

点

１１４点は、１１３点から真北１７度２２分１５秒２．３８メートルの地

点

１１５点は、１１４点から真北１７度０３分２１秒８．０２メートルの地

点

１１６点は、基点から真北１０８度０６分１７秒２５９．２７メートルの

地点

１１７点は、１１６点から真北６度２２分１７秒１．９８メートルの地

点

１１８点は、１１７点から真北４度４６分１４秒５．２２メートルの地

点

１１９点は、１１８点から真北３度００分５１秒５．１９メートルの地

点

１２０点は、１１９点から真北１度１９分２０秒４．８５メートルの地

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

５９６
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点

１２１点は、１２０点から真北３５８度４２分２０秒４．７２メートルの

地点

１２２点は、１２１点から真北３５６度０３分２０秒４．８７メートルの

地点

１２３点は、１２２点から真北３５３度２８分３６秒４．５２メートルの

地点

１２４点は、１２３点から真北３５０度５３分４０秒４．８３メートルの

地点

１２５点は、１２４点から真北３４８度１８分３９秒４．６５メートルの

地点

１２６点は、１２５点から真北３４５度３４分０６秒５．２８メートルの

地点

１２７点は、１２６点から真北２５４度０５分５４秒１．２４メートルの

地点

１２８点は、１２７点から真北３４３度２６分０１秒２．４８メートルの

地点

１２９点は、１２８点から真北７２度４４分５２秒１．２４メートルの地

点

１３０点は、１２９点から真北３４２度１６分５４秒１．７４メートルの

地点

１３１点は、１３０点から真北３４０度２７分５６秒４．７８メートルの

地点

１３２点は、１３１点から真北３３７度５５分２６秒４．５３メートルの

地点

１３３点は、１３２点から真北３３５度１９分１６秒４．９３メートルの

地点

１３４点は、１３３点から真北３３２度４０分３７秒３．２９メートルの

地点

１３５点は、１３４点から真北３３２度４０分１４秒０．９０メートルの

地点

１３６点は、１３５点から真北３３０度１９分２４秒４．７５メートルの

地点

１３７点は、１３６点から真北２３６度１７分１４秒１．３２メートルの

地点

１３８点は、１３７点から真北３２６度１７分５１秒１０．００メートル

の地点

１３９点は、１３８点から真北５６度１９分２０秒１．３３メートルの地

点

１４０点は、１３９点から真北３２２度１７分０７秒４．７８メートルの

地点

１４１点は、１４０点から真北３１９度３７分１９秒４．７０メートルの

地点

１４２点は、１４１点から真北３１７度０１分５０秒４．７２メートルの

地点

１４３点は、１４２点から真北３１４度１８分１３秒５．２０メートルの

地点

１４４点は、１４３点から真北２２２度４５分４８秒０．２３メートルの

地点

１４５点は、１４４点から真北３１２度１１分３０秒２．５０メートルの

地点

１４６点は、１４５点から真北４１度４３分４８秒０．２４メートルの地

点

１４７点は、１４６点から真北３１０度５８分０６秒１．９１メートルの

地点

１４８点は、１４７点から真北３０９度１１分３１秒４．６１メートルの

地点

１４９点は、１４８点から真北３０６度２８分３１秒５．２３メートルの

地点

１５０点は、１４９点から真北３０３度５５分５４秒４．９８メートルの

地点

１５１点は、１５０点から真北３０２度３０分０６秒４．５７メートルの

地点

１５２点は、１５１点から真北３０１度０８分４９秒４．３２メートルの

地点

１５３点は、１５２点から真北２９９度４５分４５秒５．０１メートルの

地点

１５４点は、１５３点から真北２９８度１６分４０秒４．７４メートルの

地点

１５５点は、１５４点から真北２９６度５０分１７秒４．８９メートルの

地点

１５６点は、１５５点から真北２９５度２０分１２秒５．０２メートルの

地点

１５７点は、１５６点から真北２９４度１０分１９秒２．７５メートルの

地点

１５８点は、１５７点から真北２９４度３３分４６秒１７．４７メートル

の地点

１５９点は、１５８点から真北２５度２０分０７秒３．８６メートルの地

点

１６０点は、１５９点から真北２５度２０分３７秒２．７７メートルの地

点

ウ 面積

１工区 ９６１．９６平方メートル

２－２工区 ５０５．４１平方メートル

３工区 ２，０６６．２８平方メートル

合 計 ３，５３３．６５平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１７年２月２８日 愛媛県指令１６港第７２７号

４ しゅん功認可年月日

平成１９年５月２２日

�愛媛県告示第９４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

５９７
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�愛媛県告示第９４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川丹原線
西条市丹原町願連寺２４３番１地先から

同町池田１７７０番４まで
平成１９年５月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市山路字大坪４２７番１１から

同市山路字大坪４５６番８まで
平成１９年５月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線
今治市山路字大坪４２７番１１から

同市山路字大坪４５６番８まで

旧 ７．５～１２．０
７．０～８．２

０．０５５
０．０５５

新 ７．０～８．２ ０．０５５

〃 〃
今治市山路字大坪４２７番１１から

同市山路字大坪４５６番８まで

旧 ７．０～８．２ ０．０５５

新 ８．０～２０．０ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久谷森松停車場線
松山市浄瑠璃町甲９０１番２地先から

同町甲９０２番４まで

旧 ３．８～２３．４ ０．０８４

新 １５．８～２３．４ ０．０８４

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

５９８
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�愛媛県告示第９５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
松山市余戸西六丁目１８４３番２から

同市余戸西六丁目１８３３番２まで
平成１９年５月２２日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線
松山市川の郷町乙１４１番８４から

同町乙１６番１０９まで
平成１９年５月２２日

〃 〃
松山市小野町乙１６番１１０から

同町乙１６番１１１まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 河中平井停車場線
松山市川の郷町乙１４１番８４から

同町乙１６番１０９まで

旧 ２．７～３．０ ０．０５０

新 ２．７～１０．５ ０．０５０

〃 〃
松山市小野町乙１６番１１０から

同町乙１６番１１１まで

旧 ３．０～６．０ ０．０５８

新 ３．０～１２．５ ０．０５８

〃 〃
松山市小野町乙１６番１０３から

同町乙１６番９８まで

旧 ４．５～７．５ ０．０７０

新 ７．５～１１．０ ０．０７０

〃 〃
松山市小野町甲１５０番２から

同町甲１４１番３まで

旧 ３．５～３．７ ０．０４９

新 ７．０～９．０ ０．０４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久谷森松停車場線
松山市浄瑠璃町甲９０１番２地先から

同町甲９０２番４まで
平成１９年５月２２日

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号
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�愛媛県告示第９５３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
松山市小野町乙１６番１０３から

同町乙１６番９８まで
〃

〃 〃
松山市小野町甲１５０番２から

同町甲１４１番３まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市越智町２８９番７から

同町２９６番１３まで
平成１９年５月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市越智町２８９番７から

同町２９６番１３まで

旧 ８．５～２６．０ ０．１８２

新 １５．０～２７．０ ０．１８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字古味３５４８番２から

同字３５５６番まで
平成１９年５月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田柳谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字古味３５４９番２から

同字３５４９番２まで

旧 ３０．０～３４．１ ０．０１５

新 ３１．７～３５．３ ０．０１５
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訓 令

�愛媛県告示第９５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第１２号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県地方局事務決裁規程及び愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県地方局事務決裁規程及び愛媛県地方局処務規程の一部を改正する訓令

（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

別表第２（第４条関係）

局長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
大洲市肱川町中津１３６９番２地先から

同町中津１３８２番地先まで

旧 ４．８～７．８ ０．１４８

新 ４．８～３６．０ ０．１４８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲保内線
大洲市平野町平地３６３２番４から

同町平地５３４９番３まで
平成１９年５月２２日

〃 〃
大洲市平野町平地５３５７番から

同町平地５３６３番１まで
〃

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第７号

平成１９年５月１０日
伊予郡砥部町拾町２５２番２

松山市鷹子町２００番地６

森 岡 昌 彦

森 岡 淳 子

愛 媛 県 報平成１９年５月２２日 第１８６３号

６０１



公 告

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

農

村

整

備

課

１ 省略 農

村

整

備

課

１ 省略

２ 土地改良

事業に関す

る事業

１～１１ 省略 ２ 土地改良

事業に関す

る事業

１～１１ 省略

１２ 市町が負担すべき金額に

係る意見の聴取（地方財政

法第２７条第２項、土地改良

法第９０条第１０項、第９１条第

６項）

○ １２ 市町が負担すべき金額に

係る意見の聴取（

土地改良

法第９０条第１０項、第９１条第

６項）

○

１３ 省略 １３ 省略

３～８ 省略 ３～８ 省略

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

�の３ 地方財政法第２７条第２項及び土地改良法第９１条第６項に

おいて準用する同法第９０条第１０項の規定に基づく県営土地改良

事業に係る市町が負担すべき金額に係る意見の聴取に関するこ

と。

�の４～� 省略

６～９ 省略

（地方局長の専決事項）

第１４条 省略

２～４ 省略

５ 地方局長の専決処理すべき事項のうち、産業経済部に関する事

項は、次に掲げるとおりとする。

�～�の２ 省略

�の３ 土地改良法第９１条第６項に

おいて準用する同法第９０条第１０項の規定に基づく県営土地改良

事業に係る市町が負担すべき金額に係る意見の聴取に関するこ

と。

�の４～� 省略

６～９ 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１９年５月１０日 ＮＰＯ法人 プロジェクト２００８ 村 上 進 愛媛県西条市飯岡２６０５番地１ この法人は、愛媛県民に対して、人権擁護・啓
発に関する情報収集、調査研究、相談・支援活
動、人権啓発劇の上演に関する事業を行い、差
別の解消、人権の確立に努め、県民のだれもが
温かく住みよいと感じる社会の実現に寄与する
ことを目的とする。
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教育委員会公告

�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定

による平成１９年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

平成１９年５月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時

平成１９年９月５日（水）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

� 実地試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成１９年７月３０日（月）から８月６日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部 健康衛生局 薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�公 告

平成２０年度愛媛県公立学校教員採用選考試験の実施について

教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１１条の規定により、

平成２０年度愛媛県公立学校教員採用選考試験を次の要領で実施する。

平成１９年５月２２日

愛媛県教育委員会

教育長 野 本 俊 二

１ 第１次選考試験の区分、期日及び場所

区 分 期 日 場 所

小 学 校 教 員
平成１９年７月２４日�から

２７日�まで

松山市立道後中学校
（松山市上市一丁目３
番５７号）
松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

中 学 校 教 員

（各教科）

平成１９年７月２４日�から

２７日�まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

高 等 学 校 教 員

（各教科〔科目〕） 平成１９年７月２４日�から

２７日�まで

松山北高等学校
（松山市文京町４番地
１）

特別支援学校教員

養 護 教 員
平成１９年７月２４日�から

２６日�まで

松山市立勝山中学校
（松山市清水町三丁目
１４８番地２）

注１ 区分間の併願は、認めない。

２ 場所等を変更することがある。

２ 第２次選考試験

第２次選考試験の詳細は、第１次選考試験に合格した者に通知

する。

３ 受験申込受付期間

平成１９年５月２３日（水）から６月２０日（水）まで（郵送による

場合は、同日までの消印のあるものは受け付ける。）

４ 受験資格

次の各号のいずれにも該当する者とする。

� 試験の区分に相当する教員普通免許状を有する者又は平成２０

年３月３１日までにこの免許状を取得する見込みの者で大学等で

証明が得られるもの

� 昭和４８年４月２日以降に出生した者。ただし、高等学校の農

業、工業又は商業の教員志願者については、昭和４３年４月２日

以降に出生した者

なお、他の都道府県で学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

２条第２項に規定する国立学校又は公立学校の教員として勤務

している者（期限付任用又は臨時的任用である者を除く。）に

ついては、年齢を制限しない。

� 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号及び学校

教育法第９条各号のいずれにも該当しない者

５ 受験申込手続及び試験方法

平成２０年度愛媛県公立学校教員採用選考試験志願要項（以下「志

願要項」という。）を参照すること。

６ 志願要項及び出願関係用紙の請求方法

� 請求先

志 願 種 別 あ て 先

小 学 校 教 員 志 願 者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２中 学 校 教 員 志 願 者

高等学校教員志願者 〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課
電話（０８９）９１２―２９５２特別支援学校教員志願者

養 護 教 員 志 願 者

〒７９０―８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課
電話（０８９）９１２―２９４２

� 請求方法

封筒の表に「教員採用選考試験志願要項請求」と朱書し、１

４０円切手をはった、あて先明記の返信用封筒（角形２号）を同

封して請求すること。

� インターネットによる交付

上記の方法によるほか、愛媛県のホームページから印刷して

取り出すことができる。

平成１９年５月２２日 発行
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